
- 29 - 

厚生 

決特委 

令和２年12月第８回人吉市議会定例会会議録（第１号） 

令和２年12月１日 火曜日 

─────────────────────────────── 

１．議事日程第１号 

令和２年12月１日 午前10時 開議 

 日程第１ 会期の決定 

 日程第２ 会議録署名議員の指名 

 日程第３ 議第131号 令和２年度人吉市一般会計補正予算（第13号） 

 日程第４ 議第132号 令和２年度人吉市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 

 日程第５ 議第133号 令和２年度人吉市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

 日程第６ 議第134号 令和２年度人吉市介護保険特別会計補正予算（第４号） 

 日程第７ 議第135号 令和２年度人吉市水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第８ 議第136号 令和２年度人吉市公共下水道事業特別会計補正予算（第５号） 
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 日程第13 議第141号 人吉市企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第14 議第142号 人吉市都市計画審議会条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第15 議第143号 工事請負契約の締結についての議決内容の一部変更について 

 日程第16 議第144号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 日程第17 議第106号 令和元年度人吉市水道事業特別会計利益の処分及び決 

            算の認定について（継続） 
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            及び決算の認定について（継続） 

 日程第19 議第118号 令和元年度人吉市歳入歳出決算認定について（継続）      
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午前10時 開会 

○議長（西 信八郎君） おはようございます。出席議員が定足数に達しておりますので、本

日の会議は成立いたしました。よって、これより令和２年12月第８回人吉市議会定例会を開

会いたします。 

  なお、９番、宮﨑保議員は、病気療養のため欠席となっております。 

  会議を開きます。 

  本日の議事は、議席に配付の議事日程によって進めます。 

  議事に入ります前に、お手元に配付してあります議長会の報告、その他の報告につきまし

ては、口頭報告を省略し書類報告にかえさせていただきます。なお関係書類につきましては、

それぞれ議会事務局に備えてありますので、御一覧いただきますようお願いいたします。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

 発言の申し出 

○議長（西 信八郎君） ここで、12月１日付で人事異動がありました部課長等から、それぞ

れ挨拶の申し出があっておりますので、これを許可いたします。 

○復興局長（元田啓介君）（登壇） おはようございます。 

  熊本県からの派遣によりまして、本日付で設置をされました復興局の局長を拝命いたしま

した元田啓介と申します。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

○企画政策部次長（井福浩二君）（登壇） 議員の皆様、おはようございます。 

  本日付をもちまして企画政策部次長兼企画課長兼総務部新型コロナウイルス感染症対策室

次長を拝命いたしました井福浩二でございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

○復興局次長（渕上聖也君）（登壇） おはようございます。 

  本日付をもちまして復興局次長兼復興支援課長を拝命しました渕上聖也でございます。今

後ともよろしくお願いいたします。 

○市民部次長（松尾和弘君）（登壇） 議員の皆様、おはようございます。 

  本日付をもちまして市民部次長兼納税課長を拝命いたしました松尾和弘でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

○健康福祉部次長（北島清宏君）（登壇） 皆様、おはようございます。 

  本日付をもちまして健康福祉部次長兼福祉事務所長、新たに福祉課長を兼務いたします北

島清宏でございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

○市庁舎建設推進室長（植木安博君）（登壇） 議員の皆様、おはようございます。 

  本日付をもちまして総務部市庁舎建設推進室長を拝命いたしました植木安博でございます。

どうぞ、よろしくお願いいたします。 

○被災者支援対策課長（池下哲也君）（登壇） 皆様、おはようございます。 

  本日付、健康福祉部被災者支援対策課長を拝命いたしました池下哲也でございます。どう
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ぞ、よろしくお願いいたします。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

 日程第１ 会期の決定 

○議長（西 信八郎君） それでは、これより議事に入ります。 

  日程第１、会期の決定を議題といたします。 

  本件につきましては、去る11月24日に議会運営委員会が開催され、会期日程等について協

議がなされておりますので、これについて議会運営委員長の報告を求めます。（「議長、12

番」と呼ぶ者あり） 

  12番。井上光浩議員。 

○12番（井上光浩君）（登壇） 皆さん、おはようございます。 

  令和２年12月第８回人吉市議会定例会に当たりまして、去る11月24日に議会運営委員会を

開催し、会期日程等について協議をいたしておりますので、その結果を御報告申し上げます。 

  まず、会期につきましては、本日12月１日開会、明日２日午前、新市庁舎建設に関する特

別委員会、午後、治水・防災に関する特別委員会、３日から７日まで休会、８日、９日一般

質問、10日一般質問及び委員会付託、11日予算委員会、12日、13日休会、14日、15日総務文

教委員会、厚生委員会、経済建設委員会、16日の午前、総務文教委員会、厚生委員会、経済

建設委員会、午後、予算委員会、17日から21日まで休会、22日委員長報告、採決、閉会とい

うことにいたしております。 

  次に、一般質問でございますが、一般質問につきましては、質疑を含めた一般質問とし、

一般質問の通告は12月４日金曜日午前11時に締め切りまして、登壇順番は抽選にて決定する

ことにいたしております。一般質問は一問一答制による一般質問で、質問回数につきまして

は制限なしとし、登壇１回、２回目から質問席において行い、質問時間は30分以内としてお

ります。また、執行部の答弁は、自席から行うこととしております。 

  なお、継続審査となっておりました議第106号令和元年度人吉市水道事業特別会計利益の

処分及び決算の認定について、議第107号令和元年度人吉市公共下水道事業特別会計利益の

処分及び決算の認定について、及び議第118号令和元年度人吉市歳入歳出決算認定について

は、本日、委員長報告の上、採決することにいたしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（西 信八郎君） 会期につきましては、ただいまの議会運営委員長報告どおり決する

に御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西 信八郎君） 御異議なしと認めます。 

  よって、会期については、議会運営委員長報告どおり決定いたしました。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――──── 
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日程第２ 会議録署名議員の指名 

○議長（西 信八郎君） 次に、日程第２、会議録署名議員の指名をいたします。 

  署名議員に11番、犬童利夫議員、12番、井上光浩議員を指名します。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

日程第３ 議第131号から日程第16 議第144号まで 

○議長（西 信八郎君） 次に、日程第３、議第131号から日程第16、議第144号までの14件を

一括議題とし、直ちに執行部の説明を求めます。 

○市長（松岡隼人君）（登壇） 皆様、おはようございます。 

  令和２年12月第８回人吉市議会定例会の開催に当たり、市政に対する所信の一端を申し上

げる機会を与えていただきましたことに心から厚くお礼を申し上げます。 

  本市をはじめ球磨川流域に未曽有の被害をもたらした令和２年７月豪雨災害から、５か月

を経ようとしております。この間、本市に対しまして、様々な形でお力添え、そして励まし

を賜りました全ての皆様に、改めてお礼を申し上げます。 

  あの日、凄まじい自然の猛威を振るい、街中を濁流でのみ込んだ球磨川も、今は清く、穏

やかなふだんの表情を見せており、本市の復旧・復興はまだまだ道半ばではありますが、少

しずつ日常を取り戻す兆しも見いだしております。 

  それは、多くの皆様方の御尽力による状況の変化や環境の改善によるものですが、時間の

経過に伴う視野の広がりや感情の整理によって、我々をはじめ多くの被災者の皆様の、新た

な気づきや考え、想いによる心境の変化にも起因するものだと考えております。 

  ７月の豪雨災害では、本市の広大な市域に及ぶ被災により、余りに多くのモノやコトを失

い、傷つきました。20名という尊い人命、家屋、車、農地、各種施設、鉄道、文化財、遊び

場、地域コミュニティー、健康、思い出など形あるものから、形のないものまで数えきれず、

経験して初めてわかる苦しみ、悲しみ、言いようのない喪失感を味わい、時間的な経過の中

でも、二度とこのような大災害を繰り返してはならないという想いは強まるばかりです。 

  一方、災害発生後から、人命救助、ライフラインの復旧、住居やなりわいを含む被災者の

生活再建といった段階を経て、混迷を極めた災害の混乱期から本格的な復旧期へと、その段

階も進みつつあります。同時に、将来のまちの姿についても、その方向性を早急に示すこと

が強く求められています。どこに住めるのか、住むべきなのか、事業の再開はどこで可能な

のかといったことを、行政として示してほしいという要請です。 

  作家の司馬遼太郎氏に「最も豊かな隠れ里」と言わしめたこの地域は、悠久の歴史によっ

て独自の文化を育み、清流球磨川を中心にした自然の恩恵によって人々の営みが続けられて

きました。今も変わらず本市に暮らす意味、意義を考えるとき、球磨川という存在はとても

大きなものだと考えます。復興基本方針でも掲げたように、復興ビジョンの「球磨川と共に
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創る みんなが安心して住み続けられるまち」、それが本市の復興であり、球磨川とともに

ある、という姿こそ、歴史、文化に裏づけされた本市のアイデンティティー、いわゆる本質

であるという一つの信念に至りました。 

  市の将来を考えるとき、人吉市長として、人々の営みの積み重ねを尊重し、これまでも水

害、地震、戦禍、大火事といった災禍があったにもかかわらず、多くの愛着や想いのあるこ

の地に立ち、これまで住み続け、なりわいに励んだ場所で、誰もが同じように、いや、これ

までにも増して豊かで安寧に過ごすことができるまちづくりを進めていきたいと強く願って

います。 

  本市がそのようなまちづくりを行う上で、必ず解決しなければならないのが治水安全度の

向上であり、多くの市民の皆様が、また同じところに住むことができるのか、同じ場所で事

業を再開できるのかといった疑問や不安を抱えておられます。私は、発災当初から、国・県

に対して、あらゆる手法を排除することなく、治水安全度が高まる方法の検討、できること

からすぐに着手すること、できることは全て実施することを強く要望をしてまいりました。 

  一方で、私なりに、今後の治水を考える上での指標として、５つの課題を設定しておりま

した。１つは、一定の条件で安全・安心な住む場所を示すことができる抜本的な治水対策で

あること。２つ目は、環境や生態系といった自然や景観に配慮した治水対策であること。３

つ目は、本市だけではなく流域全体に及ぶ治水対策であること。４つ目として、市民間で分

断や対立の構図が生じない、多くの方々に理解いただける治水対策であること。そして、５

つ目が、シーズンを選ばない台風や来年度の出水期に対する早急・応急の治水対策を実施す

ることです。これには、ダム建設をはじめ治水対策には相当な期間を要するため、実施可能

なものから取り組むということも含んでおります。 

  こういった中、先の11月19日に、蒲島知事は、本流域にとって新たなまちづくりを進める

上で大前提となる、球磨川流域の治水の方向性について表明されました。その内容は、流水

型ダムの建設を軸とした治水によって、「命を守る」という抜本的治水と、自然環境への配

慮という２つの最大課題が両立するというもので、本流域にとって現実的かつ、よりよい選

択であり、私の想いとまさに一致するものでした。私が設定した５つの課題に照らしても、

今回示された球磨川流域における治水の方針は、直ちに取り組む治水対策と合わせて、対応

可能なものと判断をしたところであり、川辺川ダム建設計画以来50年以上を経ている本流域

の治水について、ダムによらないものも極限まで検討し、今回の大水害という経験、検証を

踏まえ、何よりも流域住民の「球磨川への深い愛情」に基づいて導き出された方針であると

受け止めております。もちろん、本流域の治水対策については、様々な経緯、想いがあり、

市房ダム等の操作をめぐっての不安や不信に伴うものもあると認識し、理解もしていますが、

市長として最大の責務、市民の生命を守るという原点を踏まえ、また、流域住民の最大の願

いである清流を守りたいという想いを実現すべく、政治的決断をもって、流水型ダムを中心
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にした抜本的治水と清流の保持に、流域の皆様と一体となって取り組む決意を、改めて表明

いたします。 

  今回の豪雨災害については、これまで球磨川治水対策協議会等において、昭和40年７月洪

水と同規模の、人吉地点で毎秒5,700立方メートルへの対応を目標流量とされて検討がなさ

れておりましたが、今年の７月４日出水では、人吉地点で最大毎秒7,000立方メートル以上

の流量が推定をされております。これは、我々の治水に対する認識を大きく変えるものであ

り、基本高水以上の洪水が発生するという現象を受け、今後も同様の大雨が降るという認識

のもとに、治水対策の前提自体を見直さなければならない状況がございます。 

  今回、御提案されている緑の流域治水についても、今後の豪雨に対応すべく、治水自体も

広域化・複合化することを示唆されているものと認識をするものです。特に、これからも地

球規模の気候変動によって今回と同様の大雨が予測される中で、令和２年７月球磨川豪雨検

証委員会の検証結果のように、ダムの効果や新たな流水型のダムを中心にした抜本的治水に

よる防災、減災、縮災に大きく期待を寄せるところです。この流水型ダムという治水施設に

ついては、今後、さらに研究を重ね、理解を深めていく必要がございますし、人知の及ばな

い自然の猛威が相手である以上、完全という治水対策はないことを考えれば、国・県に対し

ましては、今後も流水型ダムに加え、直ちに取り組む治水対策など、考えられる全ての治水

対策を講じて、より治水安全度の高い流域の実現をお願いしたいと存じます。もちろん、治

水施設は補完的手段であり、災害の予測や避難体制といったソフト対策がさらに重要であり、

市としての取組もさらに加速化してまいります。 

こうした取組によって、先人から我々に至る数千年、数百年にわたって歴史を刻み、愛

情を注いできた大地で、これまでどおり球磨川とともに暮らしていけるという希望の実現に、

限りなく近づくことを強く確信しています。また、これまで本市議会におかれましても、長

年にわたって特別委員会を設置され、治水のための議論が行われてまいりましたが、さきの

市議会において、改めて「治水・防災に関する特別委員会」が設置されましたので、市議会

とともに、市民の皆様の想いや期待、さらには不安の払拭に応えてまいります。 

  今回の緑の流域治水という点でも、私どもも流域に生きる当事者であり、上流域から守ら

れる受益地として、下流域を守る上流域自治体として責任を果たすことが求められています。

特に、長年にわたり水源地域として度重なる負担をかけている五木、相良両村、ダム所在地

として犠牲を強いられた水上村に想いを馳せるとき、心からの感謝の念と責任をもって、し

っかりと流域の安全・安心の確保と、流域の一体的な発展に取り組んでいかなければならな

いという想いをさらに強くいたしました。 

  球磨川流域の治水の方針が表明されて以来、様々な反響や皆様の声を聴き、改めて考えを

整理した部分もあります。今回も、民意ということに大きな焦点が当てられました。私は、

豪雨災害を経験して、二度とこのような水害には遭いたくない。一方で、被災しながらも、
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球磨川を恨まず、いつまでも清流であってほしい。この２つの想いが、流域に共通する最大

の民意ではないかと考えるようになりました。そして、このことは、県民をはじめ多くの皆

様にも広く御理解をいただけるものと考えております。流域をはじめ、県全体に及ぶような

争論に至った川辺川ダム問題でありますが、今回の提案には、これまでのダム問題に終止符

を打つために、名称こそ流水型ダムとなっておりますが、従来のダムの概念を変えるような

新しい治水施設の内容とイメージを持って、多くの賛同と英知を結集しようとされている固

い意志を感じております。国・県が中心になられ、新たな治水による安全性の向上と清流球

磨川の継承のために、あらゆる可能性を追求していかれることを、共に奨励してまいります。 

  一方、今後のまちづくりですが、歴史を紐解きますと、記録にある寛文９年（西暦1669

年）、正徳２年（西暦1712年）の大水害から数えて、おおよそ300年ぶりの大洪水によって、

相良清兵衛が行って以来の400年ぶりのまちの大改革が喚起されるということになります。

私たちは、人吉にとって400年ぶりの抜本的まちづくりの機会に巡り合わせたということに

もなりますし、その使命を与えられたという考え方もできると思います。今回の被害からの

復旧・復興を前向きに捉えて、50年後はもちろん、100年後、200年後のまちの姿を想い描い

た、球磨川と共に生きるまちづくりに取り組みたいと考えております。 

  具体的には、川や道路を含む市街地がどうあるべきか、点から線へ、線から面へ、面から

全体に、土地利用から都市計画といったもの全てについて検証し、取り組む必要があります。

特に、国・県、全国から多大な御支援をいただき、現在を迎えております。県が今回、「令

和２年７月豪雨からの復旧・復興プラン」で示された緑の流域治水という新たな挑戦や、未

来型復興によるスマートコミュニティ等への取組によって、地方創生の新たなモデルになる

ような復興の姿をもって恩返しをしたいとの想いもございます。まだ、夢という言葉を使う

には少々時期尚早という気持ちもありますが、現実の課題に誠実に対処しながらも、市民の

皆様とまちづくりに対する大きな夢も描いてまいりたいと考えております。 

  ジョー・バイデン氏は、現地時間11月７日の勝利演説の一端で、「国が私たちに求めてい

るのは、良識の力、公正の力、さらに科学の力、希望の力を結集して、私たちの時代の大き

な戦いに臨むことだ」と、新型コロナウイルスをコントロールする戦い、人種差別を根絶す

る戦い、気候変動を抑えて地球を守る戦い、民主主義を守る戦いへ強い意志を表明しており

ますが、我々もコロナ禍、そして、今回の豪雨災害、さらには今後も予測される自然災害に

対して、全ての力を傾注して対応する状況にあります。球磨川流域にとって半世紀にわたる

懸案であった治水問題、そして環境との両立について、私たちの時代の責務を果たしてまい

ります。球磨川に対して想いをお持ちの全ての皆様の熱情を結集し、共に前を向いて歩いて

まいりましょう。 

以下、今回の豪雨災害を受けてのこれまでの取組、今後の予定等を中心に御説明申し上

げます。 
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  防災対策関係でございますが、発災直後の人命救助、避難所運営、洪水による災害廃棄物

や災害土砂の撤去など、様々な課題に取り組んでまいりました。また、被災者への罹災証明

等の発行や生活再建、住まいの再建など、あらゆる支援策を迅速に進めていくため、本市に

おきましても災害対策本部を設置し、国や県、関係機関の御支援のもと、これまで四十数回

にわたり協議を重ねてまいりました。さらに、８月４日には災害復興本部を立ち上げ、被災

者支援、環境災害、産業支援、インフラ強靱化、復旧復興推進について、関係部局等が連携

し、課題の共有、今後の対策など、復興に向けた取組を進めてまいりました。このような中、

今回の豪雨災害を総合的に検証するため、庁内各部署や復旧・復興の各部門において、発災

からこれまでの動きやその対応などについて、検証作業に取りかかったところでございます。 

  具体的には、これまでの時間軸に沿って、人、モノなどの動きを整理し、時々の対応につ

いての分析作業などを進めております。検証結果につきましては、途中経過を含め、市民の

皆様に随時お知らせしていくとともに、そこで浮かび上がった課題や改善点につきましては、

地域防災計画をはじめとする関連計画や防災マニュアル等に確実に反映してまいります。今

回の災害を教訓として、行政の責務である「市民の生命と財産を守る」ことを、私を含め市

職員一同、常に念頭に置き、今後の災害対策につなげてまいります。 

  一方、発災からこれまで特に多かった御意見が、防災行政無線放送に関することでござい

ました。現在、市内90か所に防災行政無線のスピーカーを設置し、市内全域をカバーする体

制を整えておりますが、今回の豪雨を受け、市民の皆様からは「防災行政無線が聞こえづら

い」という御意見を多数頂戴したところでございます。防災情報を迅速に、かつ確実にお伝

えすることは、市民の生命を守ることに直結する事項でありますことから、市といたしまし

ても、最優先に取り組む課題として、早急に対策を講じてまいります。 

  また、本市消防団の皆様におかれましては、被災した団員も多数おられる中、発災直後か

ら復旧作業等、長期間にわたり献身的に活動いただきました。この場をお借りしまして、改

めて深く感謝を申し上げます。 

  このような状況に加え、今回の豪雨災害により、多数の部が積載車をはじめ資機材に被害

を受けており、さらには消防詰所自体が被災した部もございますことから、今年の年末特別

警戒に係る各方面隊への巡回は控えさせていただき、合同出発式のみ執り行うことといたし

ました。消防団におかれましては、体調に十分御留意いただき、警戒に当たっていただきま

すようお願い申し上げます。令和３年消防出初式につきましても、同様の理由により、例年

どおりの開催は困難と判断し、規模を縮小して式典のみを開催いたします。地元町内会や後

援会の皆様、そして市民の皆様も楽しみにしておられる新年の幕開けを飾る恒例行事ではご

ざいますが、諸事情等を鑑み御理解を賜りますようお願い申し上げます。 

  豪雨災害により甚大な被害を受けた本市の復旧・復興に関しましては、市民生活の再建、

事業者等のなりわい再建、道路や橋梁、住宅、農地などのインフラ整備を進めているところ
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ですが、このような復旧整備を進めるに当たって、今後の人吉市をどのように復旧、復興し

ていくのか明確な指針を早急に定める必要がございます。このことを受け、豪雨災害からの

早期の復旧・復興を目指すことを目的とし、現在、人吉市復興計画の策定に取り組んでおり

ます。これから本格的に進めてまいります本市の復旧・復興は、市民の皆様と我々行政とが

その思いや理念を共有し、協働することで初めて成し得るものだと存じます。そのため、市

民の御意見を拝聴する場として、まずは市内６校区の町内会長の皆様に御参集いただき、10

月15日から23日にかけ、人吉市復興計画策定に向けた懇談会を開催いたしました。新型コロ

ナウイルス感染症対策下における開催でございましたが、御参加の皆様からは、地域の現状

をはじめ、今回の豪雨災害の検証、治水対策、まちづくり等に及ぶ幅広い御意見、御要望を

いただきました。さらには、市民の皆様を対象に無作為で抽出した2,000名の方々に対し市

民意識調査を実施しており、分析した集計結果等についても今後の復興まちづくりにしっか

りと反映してまいります。 

  このような段階を経まして、11月２日、さらに昨日までに２回の復興計画策定委員会を開

催し、本市の復興に関する大きな方向性などを御議論いただいているところです。特に今回

は、単なる復旧・復興にとどまらない、本市の将来に明るい希望をもたらす未来型の復興に

向け、今年度から本格始動しております第６次人吉市総合計画とも整合を図りながら、令和

３年３月の策定を目指してまいります。私の思いとしましては、今回の復興計画、そして年

明けから本格的に策定に入ります復興まちづくり計画を、関係の皆様と共にしっかりと創り

上げ、確実に実行していくことが、50年後、100年後の本市のまちづくりに対し、大いに寄

与していくものと考えております。私たちの世代はもとより、次世代を担う子供や孫たちに、

人吉に住んでよかったと思ってもらえるようなまちを目指し、できることは全てやるという

覚悟で、今後も復興まちづくりに取り組んでまいります。 

  豪雨災害に伴う被災者の生活再建支援関係でございますが、発災から約５か月が過ぎ、被

災された皆様のニーズも徐々に変化してきております。発災当初は、避難所での生活を余儀

なくされた方が1,000人を超え、在宅被災者などを含めた皆様の健康管理など、様々な問題、

課題が山積している状況でございました。その後、避難所につきましては、徐々に集約を図

ってまいりまして、現在、指定避難所をスポーツパレス１か所としております。また、宿泊

避難所を含めた避難者につきましても、応急住宅などへお移りいただき、現在は100人を下

回ってまいりました。本市といたしましても、引き続き住まいに関する相談対応を行ってい

くとともに、被災された全ての皆様が、新たな気持ちで新年を迎えていただけるよう、しっ

かりと後押しをしてまいります。 

  長引く避難生活においては、その生活環境の変化における心身ストレスの増大、健康面や

経済面での不安など、様々な問題が出てくるものと思います。これから寒い時期に入り、感

染症対策も含め、万全の支援体制を構築していくことも必要であると認識しております。こ
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のような中、本市におきましても、10月30日に人吉市地域支え合いセンターを開設し、被災

された方々が、新たな生活環境の中で、一日も早く生活の再建ができるよう、見守りや健

康・生活支援、地域交流など総合的な支援を行っていく体制を整えたところでございます。

被災者の皆様の困りごとやニーズをしっかりと把握して、できるだけ早く元の生活にお戻り

いただくための手段を早急に講じていくことは、我々行政に課せられた最大の使命ですので、

誰一人として取り残さない気持ちを持って、被災者の皆様に寄り添ったきめ細やかな支援を

継続してまいります。 

  このような状況を踏まえ、住民の皆様の御意見、御要望をしっかりと受け止めていくとと

もに、庁内はもとより国・県、関係機関との横断的かつ高度な調整業務などを行っていくた

め、私の直轄組織として、本日付で新たに復興局を設置いたしました。組織体制としまして

は、熊本県より中長期的に職員を派遣いただき、本市職員とともに復興に係る業務を行って

まいります。同時に、被災者の皆様の生活再建、住まいの再建などをより一層進めていくた

め、これまでの生活再建支援室と災害住宅支援室を統合し、被災者支援対策課を設置してお

ります。災害からの復旧・復興も新たなフェーズに入り、今後は長期的な視野に立った政策

展開と被災者支援が求められてまいります。今後においても、両組織を中心とし、復興まち

づくりと被災者に寄り添った支援を推し進めてまいります。 

  このような中、第三波の到来が危惧されている新型コロナウイルス感染症関係でございま

すが、全国的に感染者が増加し、熊本県内におきましても感染状況は依然高い水準を維持し

ており、全市的に注意喚起を行う必要があります。年末年始にかけ、帰省などで移動が集中

されることも予想されますが、今なお不自由な生活を送られている被災者をはじめ、市民の

皆様におかれましては、自衛、他衛を含め、感染症対策には万全を尽くしていただきますよ

うお願い申し上げます。 

  罹災証明関係でございますが、発災直後よりカルチャーパレスホール棟にて行っておりま

した申請・交付事務につきましては、10月26日から、受付場所を西間別館２階の税務課に移

し業務に当たっております。なお、申請・交付件数につきましては、11月26日現在、申請が

3,312件、交付が3,288件となっております。また、罹災証明書等の交付に伴う被害認定調査

につきましては、国から示された運用指針に基づき適切に実施しております。交付に当たり

ましては、被災された皆様にできる限り御納得いただけるよう、わかりやすく丁寧な説明を

心がけてまいります。 

  災害住宅支援関係でございますが、建設型応急住宅につきましては、13団地、合わせて

380戸の整備を進めており、既に300世帯以上の被災者の皆様に入居いただいております。12

月中旬には全ての建設型応急住宅が完成する予定であり、避難所やみなし避難所へ避難され

ている方々に、順次入居いただく予定としております。また、市営住宅関係につきましては、

発災直後からニーズを踏まえた既存団地の応急修理等を行い、被災された方々へ住まいの提
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供を行っております。今後は、仮設期間終了後の住まい再建が困難な方に対する支援策とし

て、建設型応急住宅の入居期間延長や恒久利用などの検討を進めるとともに、災害公営住宅

の建設など、安心して生活できる将来的な住まいの提供についても併せて検討してまいりま

す。 

  災害廃棄物対策関係でございますが、発災直後の７月６日から、人吉中核工業用地を災害

廃棄物の仮置場として使用してまいりましたが、市中に発生した約３万トンの、いわゆる片

付けごみについては、仮置場への搬入がおおむね完了し、その処理につきましても、適切に

分別を行い、処理施設へ搬出する作業に取り組んでおります。また、空き家などから発生す

る片付けごみの処理につきましても、規模は縮小する形となりますが、収集・運搬作業等、

今後も継続して実施してまいります。同時に、災害廃棄物の処理も次の展開に移ってきてお

り、今後は、家屋等の解体に伴い発生する解体ごみの処理が増えてくるものと存じます。公

費解体と自費解体を合わせ、1,000棟を超える解体が見込まれており、今後も相当量の災害

廃棄物が発生するのではないかと考えております。 

  このことにより、引き続き、人吉中核工業用地への災害廃棄物の搬入・搬出が継続するこ

ととなりますが、これまで以上に、騒音、粉じん、臭気等の環境対策に万全を期してまいり

ますので、周辺地域にお住まいの皆様の御理解を賜りますようお願い申し上げます。 

  災害土砂関係でございますが、道路、宅地内に堆積した土砂の撤去につきましては、個人、

ボランティア等による懸命な取組に加え、人吉市建設協会を中心とした持続的な巡回撤去や

連携の実践により、堆積土砂の公益上、公衆衛生上の懸念はおおむね解消されております。

また、高齢者世帯や支援が必要な世帯など、自力で排除できない方を対象とした宅地内土砂

の直接排除につきましても、申請をいただいた全件の撤去を完了しました。現在は、第一市

民グラウンド仮置場に持ち込まれた、瓦礫混じり土砂の分別作業を継続的に行っており、年

度内には完了する見込みです。 

  土砂撤去に関する困りごとや要望等につきましては、現在もお問合せをいただいており、

即応できる体制を継続しておりますので、引き続き被災された方々に寄り添いながら、真摯

に対応してまいります。 

  災害ボランティアセンター関係でございますが、７月10日の開所以降、延べ１万7,600人

を超えるボランティアの方々に、被災家屋の片付けや土砂の撤去など、災害からの復旧作業

に御尽力いただいております。同センターの活動につきましては、新型コロナウイルス感染

症対策の観点から、ボランティアの受入れを県内在住者に限定していましたが、11月から、

受入範囲を九州内の方に拡大しております。12月１日以降は総合福祉センター隣に会場を移

し、今後も潜在的なニーズについて掘り起こしを行い、支援活動を行ってまいります。 

  豪雨災害に関する救済策等でございますが、国民健康保険につきましては、被災された被

保険者の皆様が安心して医療を受けることができるよう、一部負担金の猶予または免除につ
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きましては今年度末まで取り組むこととしております。国の財政支援につきましても、今年

度末まで延長されるよう、しっかりと国に要望してまいります。また、介護サービスや障害

福祉サービス等の利用者負担金につきましても、同様に取り組むこととしております。 

  市税関係でございますが、今回の豪雨災害を受け、住宅等に被害を受けた方に対し、現在、

個人住民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険

料の減免申請の受付を行っております。受付期限は令和３年３月31日までとなっております

ので、引き続き広報やホームページなどで周知を図ってまいります。 

  西間別館の窓口業務でございますが、災害関連業務等の増大により窓口業務の開庁時間延

長を休止しておりましたが、12月から、毎週木曜日の窓口開庁時間の延長を再開します。ま

た、マイナンバーカード取得促進に伴う市民課の日曜開庁におきましても11月29日から再開

しており、今後、毎月１回実施してまいります。市民の皆様には、これまで大変な御不便を

おかけしてまいりました。今後は、より一層の窓口サービスの向上に努めてまいります。 

  農業関係でございますが、農業用の機械や倉庫などが被災した農業者を支援する、強い農

業・担い手づくり総合支援交付金（被災農業者支援型）事業に関しまして、９月中旬から10

月中旬までの１か月間、カルチャーパレスにて申請受付を行いました。この交付金は、今回

の豪雨災害で農業被害を受けた農業者のうち、今後も営農を継続する農業者を支援するもの

であり、87個人、１組織が申請されております。また、追加申請につきましても、11月下旬

まで延長し、受付を行っております。今後も、国や県と連携し、農業被災者への支援を継続

してまいります。また、豪雨災害により農地へ堆積した廃棄物の撤去に関しましては、ボラ

ンティア団体などの御協力をいただき、10月中旬から撤去を開始しております。今後も、関

係の皆様の御協力を賜りながら、引き続き農地の廃棄物撤去を実施してまいります。 

  次に、被災した農地及び農業用施設でございますが、現在、国の災害査定を受けていると

ころでございます。現時点におきましては、農地約500ヘクタール、水路等の農業用施設276

か所など、農地及び農業用施設を合わせ、約90億円の被害額となっております。今後、査定

が進むにつれ被害の全容も明らかになってくるものと存じますが、全国の自治体から応援い

ただいている派遣職員の皆様や、国・県の御協力を賜りながら、農業生産基盤の早期復旧を

目指してまいります。 

林道施設等の被害につきましても、11月末から国の災害査定が開始されており、今後、

被害額を含めた被害の状況がはっきりしてくるものと存じます。被災した林道や森林作業道

の路網に関しましては、森林組合等との連携のもと、復旧を急ぐとともに、森林保全のため

の木々の主伐・間伐・保育等の施業計画が滞りなく実施できるよう関係機関と連携して取り

組んでまいります。 

  商工業者への支援関係でございますが、「なりわい再建支援補助金」「持続化補助金（令

和２年７月豪雨型）」などの補助金申請のサポート等を行うため、８月31日に人吉商工会議



- 43 - 

所内に開所した人吉なりわい再建サポートセンターにつきましては、11月26日現在で、374

事業所から、延べ692件の相談をいただいております。今回の豪雨災害は、本市の商業集積

エリアである市街地を襲った未曽有の災害であることから、今後も、熊本県にて中小企業大

学校人吉校に設置いただいております人吉球磨地域ワンストップ相談窓口や、人吉商工会議

所をはじめとした関係機関及び人吉しごとサポートセンター・ヒットビズと連携し、被災さ

れた事業所に対し、きめ細かな、そしてしっかりと寄り添った支援を実施してまいります。 

  次に、被災した中小企業・小規模事業者支援策の一環として進めている仮設商店街事業関

係でございますが、独立行政法人中小企業基盤整備機構の全面的な御支援のもと、現在、人

吉駅前広場駐車場とくまりば駐車場の２か所で、仮設商店街の整備を進めております。それ

に伴い、被災事業者への説明会及び入居者募集を10月に実施しており、申し込みのあった25

事業者全ての皆様に、遅くとも来年１月中には入居いただく予定で事業を進めております。

さらには、人吉商工会議所の御尽力により、九日町かいわいに飲食業を中心とした仮設商店

街を設置する計画も進められております。まちの灯りが失われて久しい現在、これまで本市

経済を支えてこられた商工業事業者の復活は、今後の本市のまちの再建において必須と言え

るものであります。この仮設商店街が、地域住民や観光客が集まる場所となり、まちの賑わ

いを創出することで、人吉復興のシンボルとなることを強く願っております。 

  観光振興関係でございますが、市内の主要な観光施設の多くが被災し、一日も早い復活が

望まれる中、営業を再開される店舗が、少しずつではございますが増えてきております。国

のＧｏＴｏキャンペーンなど、全国を挙げての観光振興策が展開される中、本市としまして

も、観光関連施設の早期復旧を目指すとともに、観光関連事業に関する復旧・復興の情報を

的確に発信してまいります。 

  そのような中、国や県におかれましては、地域の復旧・復興を見据えた観光関連事業者と

の意見交換会や、観光やまちづくりを専門とする講師によるセミナーを開催いただいており

ます。さらには、複数の地元観光関連団体が主体となり、被災した町なかを照らすための

「ひかり」をテーマとした実証事業や、災害からの復興等をテーマとした防災教育ツアーの

造成といった、新たな観光需要喚起策も展開されています。本市といたしましても、関係の

皆様と協同し、長期的な視野に立った観光戦略を今一度構築することで、観光都市ひとよし

の再興に向け尽力してまいります。 

  公共交通関係でございますが、ＪＲ肥薩線に関しましては、熊本、宮崎、鹿児島の３県を

つなぐ観光路線であること、また、本地域においても重要な公共交通網の１つであるとの認

識のもと、肥薩線利用促進・魅力発信協議会において、去る10月15日と20日の二日間、ＪＲ

九州熊本支社並びにＪＲ九州本社に対し、鉄道での全線復旧について要望活動を行いました。 

  また、くま川鉄道におきましては、一日も早い復旧、運行再開を目指す方針を決定したと

ころであり、現在、熊本県、関係市町村、鉄道会社等で構成するくま川鉄道再生協議会の設
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立に向けて準備を進めております。経営課題等様々な懸案事項もございますが、同鉄道は人

吉球磨地域における主要な幹線でございますので、早期の運行再開に向け、鋭意努力してま

いります。 

  市内中心部等が被災する中、外環状として重要な役割を担っている都市計画道路下林願成

寺線でございますが、現在、年次計画により道路改築事業に取り組んでおります。工事に際

しましては、通行規制など、皆様に御不便をおかけしておりますが、一刻も早い完了を目指

し工事を進めてまいりますので、御理解を賜りますようお願いいたします。 

  学校教育関係でございますが、発災以降、現在も、避難所や応急住宅からの通学を余儀な

くされている児童・生徒が多数おられます。このような中、西瀬小学校の児童11人が入居し

ている村山公園仮設団地につきましては、11月９日から、西瀬小学校までの通学手段として、

スクールタクシーの運行を開始しております。同団地に入居いただいている保護者の皆様か

らも、「スクールタクシーの運行があることを知り、安心して入居を決めることができた」

とのお言葉を頂戴したところでございます。 

  今回の豪雨災害は、子供たちの日常生活にも大きな影響を与えております。授業への影響

はもとより、我が家などが被災したことによる肉体的・精神的な苦悩、負担は、私たち大人

には図り知ることのできないストレス、悩みを生んでいるのではないかと思います。この被

災した子供たちに対しましては、スクールカウンセラーによる心のケアを十分に行っていく

とともに、今回の豪雨災害を教訓とし、各学校において危機管理マニュアルや学校安全計画

等の定期的な見直し、防災教育の充実など、安全で安心な教育環境整備に向けての取組を一

層進めてまいります。 

  また、被災した児童・生徒の進学に対する経済的な支援策でございますが、今年度、新た

に臨時特別教育支援金給付事業を創設し、被災した御家庭への迅速な支援を行いたいと考え

ております。この給付金の原資としましては、本市出身である高濱正伸氏が代表を務められ

る花まる学習会から寄附いただきました災害見舞金を充てることとしており、高濱氏のお気

持ちに沿って、小中学校、高校、大学等にそれぞれ入学する児童・生徒のうち、今回の水害

で住宅が床上浸水以上の被害を受けた御家庭を対象に、給付するものでございます。さらに、

以前から要望いただいている給付型奨学金制度については、現在制度設計を進めており、課

題である財源の確保も含め、できる限り早い段階で実現できるよう努めてまいります。 

  文化財関係でございますが、史跡人吉城跡三の丸北側ののり面修復工事や史跡大村横穴群

の土砂崩れ箇所の復旧工事など、豪雨災害により発生した災害復旧に関する工事を最優先に

進めてまいります。カルチャーパレス関係でございますが、発災直後から、豪雨災害対策の

拠点としてホール棟のホワイエや舞台などを使用し、生活や住まいの再建に係る相談、支援

対応を行っております。今後に関しましても、年明けから国勢調査や税の申告会場として使

用する予定としており、また、建物の安全対策のため、老朽化した舞台の吊り物や客席天井
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の耐震診断を行っていく必要もございますことから、利用者の皆様にホール棟を開放できな

い状況がしばらく続くものと考えております。本来の目的である文化の殿堂としての活用が

制限される形となり、誠に心苦しい限りではございますが、皆様の御理解を賜りますようお

願いいたします。 

  発災から約５か月が経過しましたが、現在も復旧・復興に関する業務が段階的に発生して

おります。本市職員も一丸となって業務に当たっておりますが、多岐にわたる問題・課題を

解決していくためには、他の自治体の皆様のお力を借りて事業を加速化する必要がございま

す。これらのことを踏まえ、これまで全国19の自治体から中長期的に職員を派遣いただき、

現在、27名の派遣職員に本市の復旧・復興業務に当たっていただいております。今回の災害

に当たり、大切な人材を、迅速な対応をもって本市へ派遣していただきました派遣元の自治

体の皆様に、心から感謝を申し上げます。今後も、引き続き全国の自治体に職員派遣の御協

力をお願いしていくとともに、派遣職員の皆様の知見と経験を最大限に賜りながら、全力で

復旧・復興に取り組んでまいります。 

  10月１日を基準日とし、全国一斉に実施された国勢調査関係でございますが、本市におき

ましては、７月の豪雨災害の影響により、調査時期を令和３年１月に変更して行うこととい

たしました。本調査は、統計法に基づき実施する、人と世帯に関する全世帯を対象とした調

査であり、年明けから調査員が各家庭を訪問させていただきますので、皆様の御理解と御協

力をお願いいたします。 

  東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会、聖火リレーにつきましては、同大会の

開催延期に伴い、新たな聖火リレーの概要が大会組織委員会から発表され、本市におきまし

ては令和３年５月５日に開催されることとなりました。まだまだ復興のさなかではございま

すが、この聖火リレーが、復興に向けた明るい希望、そして人吉球磨地域の新たな活力の源

となるよう、関係の皆様と力を合わせてまいります。 

  次に、令和３年度予算編成に向け、その方針を定めましたので御報告いたします。 

  国は、新型コロナウイルス感染症が拡大している現下を、これまで経験したことのない正

に国難とも言うべき局面と捉え、７月17日に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針

2020」において、我が国が持つ独自の強み、特性、ソフトパワーを生かしたニューノーマル

なかたち、新たな日常を構築していくこととしています。併せて、国民の生命、生活、雇用、

事業を守り抜くための、ウイズコロナの経済戦略と激甚化・頻発化する災害への対応や、感

染症拡大を踏まえた経済・財政一体改革の推進についても、方向性を示されたところでござ

います。 

  また、熊本県は、平成28年熊本地震からの復旧・復興を着実に進める中、新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大や令和２年７月豪雨災害が発生した現状を、トリプルパンチと例え、

感染症の収束の見通しがつかない状況下において、県経済への影響や大幅な税収減を懸念さ
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れております。今後、熊本地震からの創造的復興に加え、感染症への対応及び豪雨災害から

の復旧・復興について最優先で事業を進めるために、引き続き財政健全化に取り組み、これ

まで以上に将来負担を意識した予算編成に努めるとしています。 

  一方、本市におきましては、７月豪雨災害からのまちの復旧・復興及び被災された方々に

寄り添った生活再建支援を、総合的・一体的に進め、市民の方々とともに人吉の再生に踏み

出す重要な年度と捉えております。そのためには、引き続き、国・県の御指導、御支援は、

欠かせないところでございますが、それ以上に、受け皿となる財政基盤の確立が重要でござ

います。しかしながら本市の財政は、御承知のように、教育や福祉、子育てなどの既存の基

礎的な行政サービスを提供するのも厳しい状況にあり、財政調整基金についても、発災後、

災害復旧に係る財源の一部として使い果たしたところでございます。このことは、過去に例

のない非常に厳しい状況であり、未曽有の豪雨災害からの復旧・復興と合わせ、財政健全化

の取組が不可欠であることは十分認識しているところでございます。令和３年度予算編成に

当たっては、人吉市復興基本方針を念頭に置き、災害からの復旧・復興を最優先事項として

事業を計画し、併せて中長期的に安定した財政運営を行っていくため、人吉市行財政健全化

計画にも引き続き取り組んでまいります。議員各位をはじめ市民の皆様方におかれましても、

市政の課題並びに財政状況につきまして御理解いただき、今後の改革改善に特段の御協力、

御協賛を賜りますよう心からお願い申し上げます。 

  引き続き、提案しております予算案、条例案、案件議案、人事案件について、概要を御説

明いたします。 

  議第131号令和２年度人吉市一般会計補正予算案（第13号）は、令和２年７月豪雨に伴う

災害復旧事業のほか、国・県の補助金交付決定に伴う補正でございまして、歳入歳出にそれ

ぞれ104億3,000万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ495億2,855万9,000円と

するものです。 

  議第132号令和２年度人吉市国民健康保険事業特別会計補正予算案（第４号）は、保険給

付費の見直し等に伴う補正でございまして、災害等の影響により医療費が増加傾向にあるこ

とから、増額補正を行うものです。歳入歳出にそれぞれ２億4,701万7,000円を追加し、歳入

歳出予算の総額をそれぞれ44億4,532万6,000円とするものです。 

  議第133号令和２年度人吉市後期高齢者医療特別会計補正予算案（第３号）は、高齢者医

療制度の見直しに係るシステム改修に伴う補正でございまして、歳入歳出にそれぞれ117万

2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ５億7,631万5,000円とするものです。 

  議第134号令和２年度人吉市介護保険特別会計補正予算案（第４号）は、令和３年度介護

報酬改定に伴うシステム改修などに伴う補正でございまして、歳入歳出にそれぞれ205万

2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ44億9,069万円とするものです。 

  議第135号令和２年度人吉市水道事業特別会計補正予算案（第３号）は、収益的収入及び
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支出につきまして、収入の水道事業収益を2,547万4,000円増額し、収入総額を５億9,528万

3,000円とし、支出の水道事業費用を200万円増額し、支出総額を５億225万3,000円とするも

のです。 

  議第136号令和２年度人吉市公共下水道事業特別会計補正予算案（第５号）は、一般会計

繰入金の増や、令和２年７月豪雨災害、台風10号被害等に伴う補正を行うものです。収益的

収入及び支出のうち、収入の営業外収益を2,899万円増額し、収入予算総額を11億2,575万円

とし、支出の営業費用を317万5,000円、特別損失（災害）を820万2,000円それぞれ増額し、

支出予算総額を10億7,896万6,000円とするものです。 

  議第137号人吉市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案は、地方税法施行令の一部

を改正する政令が公布され、国民健康保険税の改正部分が令和３年１月１日から施行される

ことに伴い、条例の一部を改正するものです。 

  議第138号人吉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例案は、傷

病手当金の支給に係る適用期間が延長されたことに伴い、条例の一部を改正するものです。 

  議第139号人吉市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例案及び議第140号人吉

市介護保険条例の一部を改正する条例案の２件につきましては、地方税法等の一部を改正す

る法律による地方税法の改正により、延滞金に係る規定が改正されたことに伴い、条例の一

部を改正するものです。 

  議第141号人吉市企業立地促進条例の一部を改正する条例案は、条例に引用されている省

令の題名が改められたことに伴い、条例の一部を改正するものです。 

  議第142号人吉市都市計画審議会条例の一部を改正する条例案は、審議会の学識経験者を

５人以内から７人以内に増やし、より幅広く多面的に審議できるようにするため、条例の一

部を改正するものです。 

  議第143号工事請負契約の締結についての議決内容の一部変更についての案件は、令和元

年12月第６回人吉市議会定例会において議決を経た人吉市庁舎建設工事に係る工事請負契約

の締結についての議決内容の一部を変更するものです。これは、令和２年７月豪雨災害の影

響による工事一時中止に伴う設計変更による契約金額の増額でございまして、契約金額を40

億6,890万円から40億8,542万4,438円に変更するものです。 

  議第144号教育委員会委員の任命につき同意を求めることについての案件は、永田ミキ氏

の任期が令和２年12月31日に満了することに伴い、同氏を再任することにつきまして、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、議会の御同意をお願いす

るものです。 

  以上、提案いたしております予算案、条例案、案件議案、人事案件につきまして、概要を

御説明いたしましたが、詳細につきましては、所管の責任者から御説明させていただきます。 

  議員各位におかれましては、慎重御審議の上、御協賛賜りますようお願い申し上げます。 
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○議長（西 信八郎君） ここで暫時休憩いたします。 

午前11時04分 休憩 

─────────── 

午前11時17分 開議 

○議長（西 信八郎君） 休憩前に引き続き再開いたします。 

○総務部長（小澤洋之君）（登壇） 皆様、こんにちは。それでは、議第131号令和２年度人

吉市一般会計補正予算案（第13号）について、補足説明をさせていただきます。 

  まず、予算書は１ページをお願いいたします。第１条の歳入歳出予算の補正につきまして

は、主なものを事項別明細書により、第２条の繰越明許費の補正につきましては第２表繰越

明許費補正により、第３条の債務負担行為の補正につきましては第３表債務負担行為補正に

より、第４条の地方債の補正につきましては第４表地方債補正により、それぞれ御説明をい

たします。 

  ６ページをお願いいたします。第２表繰越明許費補正でございますが、２款総務費、１項

総務管理費、市庁舎等ネットワーク設計業務委託料990万円は、新市庁舎における電算機器

等のネットワーク構築業務につきまして、年度内での完了が難しく、全事業費を繰り越すも

のでございます。３款民生費、４項災害救助費、被災住宅応急修理委託料３億5,700万円は、

豪雨災害に伴う被災者の住宅の応急修理につきまして、対象住宅数に比して施工業者も限ら

れており、施工等にも時間を要し、年度内の完了が難しいことから、事業費の一部を繰り越

すものでございます。７款、１項商工費、副業・兼業人材活用推進事業280万円は、金融機

関と連携し、大都市圏の副業人材と地場企業等のニーズをマッチング、結びつけることによ

り、地場産業の持続的発展と関係人口創出を図る事業でございますが、関係機関との協議に

日数を要することから、年度内での事業完了が難しく、事業費の一部を繰り越すものでござ

います。球磨川くだり乗船促進事業550万円から、人吉温泉観光協会補助事業（県内周遊観

光支援事業）550万円の５事業は、いずれもコロナ禍及び豪雨災害からの本市の復興事業の

１つとなる観光振興策でございまして、関係機関との協議に日数を要することから、年度内

での事業完了が難しく、全事業費を繰り越すものでございます。８款土木費、４項都市計画

費、社会資本整備総合交付金事業村山公園管理棟トイレ改修工事3,300万円と、社会資本整

備総合交付金事業城本公園トイレ改築工事1,099万円は、資材の確保等に不測の日数を要し、

年度内での完了が難しく、全事業費を繰り越すものでございます。11款災害復旧費、２項農

林水産施設災害復旧費、現年発生補助農業用施設災害復旧事業（補助）22億円と、現年発生

補助農地災害復旧事業（補助）70億円は、いずれも豪雨災害に伴う農道や水路、農地等にお

ける災害復旧工事でございますが、災害査定後の工事施工となりますことから、年度内での

竣工が難しく、全事業費を繰り越すものでございます。３項公共土木施設災害復旧費、現年

発生補助公園施設災害復旧事業１億325万円は、石野公園ほか３園の災害復旧工事でござい
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ますが、先ほどの農業用施設災害復旧事業同様、災害査定後の工事施工となりますことから、

年度内での竣工が難しく、全事業費を繰り越すものでございます。 

  その下になります。第３表債務負担行為補正の追加でございますが、議会だより印刷製本

費から、７ページになりますが、守衛室プレハブリース料までの14件につきましては、令和

３年度の業務委託などにつきまして、年度内に準備行為、入札等を実施するために債務負担

行為の設定をお願いするものでございます。なお、７ページの下から３件目の、東京2020聖

火リレー出発式会場設営委託料につきましては、令和３年に延期となっております同オリン

ピックにつきまして、５月に本市を会場とした聖火リレーが予定されておりますことから、

会場設営等の入札準備を令和２年度中に進めるため、債務負担行為の設定をお願いするもの

でございます。その下でございます。債務負担行為補正の変更でございますが、第５次電算

システム導入事業機器リース料（第２期）から図書管理システムリース料の３件につきまし

ては、入札に伴います金額の確定により、限度額を変更するものでございます。 

  ８ページをお願いいたします。第４表地方債補正は、追加が３件、変更が11件、廃止が１

件の合計15件でございます。まず、追加でございますが、緊急自然災害防止対策事業債は、

井ノ口町の急傾斜地崩壊対策事業における県営事業負担金に対する起債でございまして、充

当率が100％の2,860万円を計上いたしております。現年発生直轄災害復旧事業債は、市道中

神大柿線の天狗橋につきまして、国のほうに災害復旧工事をお願いしておりまして、その地

方負担金に対する起債でございまして、充当率が100％の980万円でございます。歳入欠かん

債は、災害対策基本法に基づく地方債でございまして、今回の災害に伴う地方税等の減免に

よって生じる歳入不足を補うものでございます。充当率が100％の４億4,630万円を計上いた

しております。 

  次に、変更でございます。臨時財政対策債から現年発生単独災害復旧事業債までの11件は、

事業費の増減に伴い、それぞれ限度額の変更を行うものでございます。 

  廃止の史跡人吉城跡保存整備事業債は、修復工事を予定しておりました御館北側石垣につ

きまして、今回の豪雨により被害を受けましたことから、国の補助を受け災害復旧事業とし

て修復工事を行うため、廃止をするものでございます。災害復旧事業に係る地方債につきま

しては、現年発生単独災害復旧事業債となりますことから、上段の地方債の変更の最後に、

同起債を増額変更いたしております。 

  次に、歳入の主なものについて御説明いたします。恐れ入ります、11ページをお願いいた

します。一番上からになります。１款市税、１項市民税、１目個人２億601万3,000円の減額

補正、その下の、２項、１目固定資産税２億887万4,000円の減額補正、12ページの、６項、

１目都市計画税3,143万4,000円の減額補正は、今回の豪雨災害に伴う市民税（個人所得割）、

固定資産税の減免申請による減収見込額の減でございます。 

  13ページをお願いいたします。13款分担金及び負担金、２項分担金、１目農林水産業費分
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担金11億6,440万円の増額補正は、今回の豪雨災害によります農地の災害復旧事業に係る農

家負担でございます。14款使用料及び手数料、１項使用料、１目総務使用料1,179万7,000円

の減額補正、５目商工使用料291万9,000円の減額補正、８目教育使用料727万2,000円の減額

補正は、いずれも、４月以降、新型コロナウイルス感染防止対策と豪雨災害により使用が中

止となった公共施設に係る使用料の減でございます。 

  14ページをお願いいたします。一番下のところになります。15款国庫支出金、１項国庫負

担金、２目災害復旧費国庫負担金8,194万4,000円の増額補正は、公園施設災害等に係る現年

災公共土木施設災害復旧費負担金でございます。 

  15ページをお願いいたします。２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金３億2,860万9,000

円の増額補正は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の増のほか、社会保

障・税番号制度システム整備費補助金の減などでございます。下のほうになります。６目災

害復旧費国庫補助金１億7,144万5,000円の増額補正は、人吉城跡及び大村横穴群における災

害復旧に係る文教施設災害復旧費補助金でございます。８目農林水産業費国庫補助金２億

9,737万1,000円の増額補正は、今回の豪雨災害で被災されました農家の施設や機械などの修

繕、再取得の費用に対する、強い農業・担い手づくり総合支援交付金でございます。 

  17ページをお願いいたします。中ほどからになります。16款県支出金、２項県補助金、４

目農林水産業費県補助金１億2,063万3,000円の増額補正は、先ほどの国庫補助金同様、県の

強い農業・担い手づくり総合支援交付金でございます。２つ飛びまして、８目災害復旧費県

補助金70億9,051万8,000円の増額補正は、今回の豪雨災害によります農地・農業用施設の災

害復旧に係る現年災農地・農業用施設等災害復旧事業費補助金の増などでございます。 

  18ページをお願いいたします。18款寄附金に古都人吉応援団寄附金を５億円増額補正いた

しまして、19款繰入金、２項基金繰入金、４目応援団基金繰入金に、寄附金の増額に伴う関

係事務処理経費8,173万8,000円を増額補正いたしております。21款諸収入、３項貸付金元利

収入、１目人吉市第三セクター経営基盤強化資金貸付金元利収入272万2,000円の減額補正は、

球磨川くだり株式会社に対する貸付金の今年度償還金につきまして、人吉市第三セクター経

営基盤強化資金貸付条例第９条に基づき、償還を猶予しましたことから減額するものでござ

います。 

  19ページをお願いいたします。４項、２目雑入１億3,412万3,000円の増額補正は、１節総

務費雑入における災害見舞金が主なものでございます。22款市債につきましては、第４表地

方債補正で御説明をいたしましたので、割愛をさせていただきます。 

  次に、歳出でございますが、21ページをお願いいたします。なお、各款、項、目の中の職

員手当等、共済組合負担金などの増減につきましては人事異動等に伴うものでございます。

また、国・県支出金などの精算金は、前年度の事業精算に伴うものでございまして、説明の

ほうは割愛をさせていただきます。 
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２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費２億1,625万1,000円の増額補正は、22ペ

ージになりますが、13節委託料のふるさと納税業務委託料のほか、新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付金を活用した対策として、18節備品購入費の災害用備品等の購入、

28節繰出金の公共下水道事業、水道事業の水道使用料の減免額に対する特別会計繰出金など

の増が主なものでございます。 

 25ページをお願いいたします。一番下になります。３款民生費、１項社会福祉費、２目心

身障害者福祉費4,535万円の増額補正は、自立支援給付費などの扶助費の増が主なものでご

ざいます。 

 26ページをお願いいたします。中ほどになります。２項児童福祉費、１目児童福祉総務費

8,755万8,000円の増額補正は、認可保育所等に対する延長保育促進事業補助金や、市単独で

実施しております軽度障害児保育事業補助金、市内10か所の学童クラブへの放課後児童健全

育成事業補助金などでございます。 

 27ページをお願いいたします。上から２番目のところでございます。４項、１目災害救助

費2,294万4,000円の増額補正は、13節委託料、災害ボランティアセンター設置調整事務委託

料、15節工事請負費の梢山グラウンド仮設団地における駐車場改修工事、19節負担金、補助

及び交付金で、球磨川流域復興基金交付金を活用した住まい再建支援金などでございます。 

 28ページをお願いいたします。下のほうになります。４款衛生費、２項清掃費、１目清掃

総務費1,620万4,000円の増額補正は、29ページになりますが、19節負担金、補助及び交付金

の補助金で、浄化槽設置整備事業補助金などでございます。６款農林水産業費、１項農業費、

３目農業振興費５億4,101万4,000円の増額補正は、19節負担金、補助及び交付金の補助金で、

ＪＡくま共同乾燥施設茶工場施設の整備に係る補助金のほか、今回の豪雨災害で被災されま

した農家の今後の営農を支援するため、国・県の補助金を活用し、施設や機械などの修繕、

再取得の費用を助成する、強い農業・担い手づくり総合支援事業補助金でございます。 

 30ページをお願いいたします。下のほうになります。７款、１項商工費、２目商工業振興

費6,338万6,000円の増額補正は、31ページになりますが、19節負担金、補助及び交付金の補

助金で、被災小規模事業者再建事業補助金などでございます。３目観光費2,921万9,000円の

増額補正は、人吉温泉まつりをはじめとした各種観光行事の中止による事業費の減のほか、

新型コロナ及び豪雨災害からの復興として、13節委託料、観光客等向け飲食店支援業務委託

料や、32ページになりますけれども、19節負担金、補助及び交付金の補助金で、人吉温泉観

光協会補助金（宿泊支援事業）など６事業費の増などでございます。 

  33ページをお願いいたします。８款土木費、２項道路橋梁費、３目道路新設改良費2,562

万4,000円の増額補正は、19節負担金、補助及び交付金の負担金で、井ノ口町の急傾斜地崩

壊対策事業における県営事業負担金などでございます。 

  34ページをお願いいたします。３項住宅費、２目住宅建設費9,903万8,000円の減額補正は、
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予定をしておりました市営住宅の改修工事を見送ったことによる減などでございます。 

  35ページをお願いいたします。中ほどになります。９款、１項消防費、３目消防施設費

1,237万4,000円の増額補正は、13節委託料で、現在使用しております防災行政無線に加え、

新たにデジタル同報無線を整備するための設計業務委託料などでございます。 

  36ページをお願いいたします。10款教育費、１項教育総務費、２目事務局費789万9,000円

の増額補正は、19節負担金、補助及び交付金の給付金で、今回の豪雨災害で被災されました

児童・生徒等の来春の進学時における家庭の経済的負担軽減を図るため、臨時特別教育支援

金を支給するものなどでございます。２項小学校費、２目教育振興費3,036万9,000円の増額

補正は、18節備品購入費で、小学３年生の児童用の学習用パソコン及び、各小学校に電子黒

板を整備するものなどでございます。 

  37ページをお願いいたします。中ほどでございます。３項中学校費、２目教育振興費

1,073万3,000円の増額補正も、小学校費同様、18節備品購入費で、各中学校に電子黒板を整

備するものなどでございます。 

  38ページをお願いいたします。中ほどになります。４項社会教育費、５目文化財保護費

1,374万4,000円の減額補正は、人吉城跡保存整備につきまして、予定をしておりました工事

箇所が７月の豪雨災害により被災しましたことから、災害復旧事業により復旧工事を実施す

るため、事業費を減額するものなどでございます。 

  40ページをお願いいたします。11款災害復旧費、２項農林水産施設災害復旧費、１目農業

用施設災害復旧費83億円の増額補正は、本年７月の豪雨災害により被災しました農道や水

路・農地等における災害復旧工事に係る費用でございます。 

  41ページをお願いいたします。４項文教施設災害復旧費、２目社会教育施設災害復旧費２

億4,471万5,000円の増額補正は、７月の豪雨災害により人吉城跡三の丸北側ののり面崩壊・

崩落２か所の復旧修復工事、及び御館跡石垣修理工事などに係る費用でございます。５項、

１目その他公共施設公用施設災害復旧費6,065万4,000円の増額補正は、人吉鉄道ミュージア

ム及び願成寺墓地における災害復旧工事のほか、災害用備品として、排水樋管等に設置しま

す水中ポンプの購入費用などでございます。 

  42ページをお願いいたします。下のほうになります。13款諸支出金、２項基金費、７目人

吉応援団基金費に５億円を増額補正いたしております。 

  最後に、43ページでございます。14款、１項、１目予備費を6,318万9,000円増額いたして

おります。 

  以上で、議第131号令和２年度人吉市一般会計補正予算案（第13号）についての補足説明

を終わります。 

  よろしく御審議いただきますようお願いを申し上げます。 

○議長（西 信八郎君） 以上で、議第131号から議第144号までの提案理由の説明は、全て終
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了いたしました。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

 日程第17 議第106号及び日程第18 議第107号 

○議長（西 信八郎君） 次に、議会運営委員長から報告がありましたとおり、継続審査とな

っておりました決算の認定等について、本日、委員長報告を受け、順次採決を行います。 

  まず、日程第17、議第106号令和元年度人吉市水道事業特別会計利益の処分及び決算の認

定について、日程第18、議第107号令和元年度人吉市公共下水道事業特別会計利益の処分及

び決算の認定についての２件を議題とし、厚生委員長の報告を求めます。（「議長、８番」

と呼ぶ者あり） 

  ８番。高瀬堅一議員。 

○８番（高瀬堅一君）（登壇） 令和２年９月第４回人吉市議会定例会において、厚生委員会

に付託されました日程第17、議第106号令和元年度人吉市水道事業特別会計利益の処分及び

決算の認定について、審査の経過と結果について報告をいたします。 

  委員会は３回にわたって開催し、まず水道局長、上水道課長から前年度要望事項に対する

経過説明と決算内容の説明を受け、引き続き監査委員から審査意見書に基づく説明を受けた

後、審査を行いました。 

  当年度は、前年度と比較して総収益が2.0％増の５億7,979万239円（税抜額）に対し、総

費用が5.2％増の４億8,763万7,131円（税抜額）で、純利益が前年度より11.8％減の9,215万

3,108円となっております。総収益が増額になった主な理由は、その他の営業収益が増額し

たことによるものです。投資された事業の主なものとしましては、原城配水池造成工事、井

ノ口第二水源地ポンプ及び電気設備改良工事等が実施されています。 

  給水戸数は前年度より122戸減少、給水人口は393人減少し、給水区域内人口に対する普及

率は99.6％となっております。年間総配水量は前年度より1.0％減少、年間総有収水量は

1.0％減少しております。有収率は85.57％で、前年度より0.03ポイント上昇しております。 

  審査では、各委員から、落札率が平均98％で高止まりしている理由について、漏水箇所に

係る経費の推移についてなどが質問されました。 

  これに対し執行部からは、落札率が高止まりしているのは、入札予定価格を事前公表する

ことになり入札書の根拠となる設計額が予想しやすくなったためだと思われる。漏水箇所に

係る経費の推移については、毎年増減はあるものの約10年前から金額及び件数は横ばい状態

であるなどの説明がありました。 

  全国的な少子化傾向に伴う人口減少や節水意識の高揚などにより、今後も給水収益の減少

が予想され、本市でも喫緊の課題となっております。また、費用の面では、施設の維持管理、

給水開始から約60年を迎えた老朽管の更新及び管路等の耐震化等に多額の出費が見込まれて

います。 
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  委員会としましては、以上のことを踏まえながら、今後の水道事業の経営については、人

吉市水道事業ビジョンに基づき、引き続き公営企業の原則である経済性と公共の福祉増進に

沿って経営の効率化、健全財政及び収益性の向上を推進されることはもちろんのこと、本市

の将来を見据えた計画的で確実な事業の実施、さらには大規模災害を視野に入れた危機管理

能力に優れた組織・体制づくりの構築に努め、将来にわたって低廉で清浄かつ豊富な水の安

定供給ができるように要望するとともに、下記事項についても重ねて要望を行いました。 

記 

 １ 水道事業の健全運営の維持を図るためには、水道事業の特殊性に鑑み、引き続き職員の

技術力向上・維持及びＩＴ化に伴うスキルアップに努めるとともに、職員の適正配置に配

慮すること。また、近年全国で多発している大規模な地震や異常気象による大規模災害、

水道管の漏水、それに伴う道路陥没など不測の事態に起因する断水等に対し、迅速な対応

に努められ、安心・安全な市民生活への復旧に向けて、マニュアルの整備も含め速やかに

対応できる体制の強化を図ること。 

 ２ 耐用年数を経過し老朽化した水道施設及び管路の更新については、人吉市水道事業ビジ

ョンに基づき計画的に行い、今後も国庫補助や起債等の有利な制度を積極的に活用し、水

道料金の収納率のさらなる向上に努めるなど財源の確保に努め料金の適正化を図るととも

に、財源不足に起因する料金の改定等市民の急激な負担増にならないよう適正運営にも配

慮すること。また、同様に老朽化している宅内の給水管や設備に関しても、不測の事故や

トラブルが危惧されるため、引き続き広報やホームページ等を活用した多岐にわたる啓発

活動を実施すること。 

 ３ 将来にわたって衛生的な水源を維持するため、今後も、より一層の水源の涵養に取り組

み、水源地一帯の環境保全・保安に努めること。 

  以上、厚生委員会に付託されました議第106号令和元年度人吉市水道事業特別会計利益の

処分及び決算の認定については、慎重審査の結果、全会一致で原案可決及び認定することに

決しました。 

  引き続き、令和２年９月第４回人吉市議会定例会において、厚生委員会に付託されました

日程第18、議第107号令和元年度人吉市公共下水道事業特別会計利益の処分及び決算の認定

について、審査の経過と結果について報告をいたします。 

  委員会は３回にわたって開催し、まず水道局長及び下水道課長から前年度要望事項に対す

る経過説明と決算内容の説明を受け、引き続き監査委員から審査意見書に基づく説明を受け

た後、審査を行いました。 

  当年度は、前年度と比較して総収益が1.0％増の10億7,582万6,309円（税抜額）に対し、

総費用が2.4％減の９億6,965万2,423円（税抜額）で、純利益が50.1％増の１億617万3,886

円となっております。増の主な理由は、営業外費用の減等によるものです。投資された事業
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の主なものは、平成29年度から取り組んできたストックマネジメント計画に基づく管渠及び

人孔調査、人吉浄水苑再構築基本設計委託のほか市内各所の人孔蓋取替、公共枡設置などが

実施されています。 

  接続済世帯数は前年度より75戸増加、水洗化済人口は91人減少し、下水道普及率は74.9％、

水洗化率は91.9％となっております。年間汚水処理水量は前年度より0.4％減少、年間有収

水量は1.2％減少しております。有収率は70.41％で、前年度より0.52ポイント減少しており

ます。 

  審査で、各委員から独立採算制の強化について、経営戦略上の課題についてなどが質問さ

れました。 

  これに対し執行部からは、独立採算制の強化については、維持管理の経費節減、民間業務

委託範囲の拡大に取り組んでいる。また経営戦略上の課題については、人口減少に伴う使用

料の減収及び施設・設備老朽化に伴う改築・更新費用の増加が課題であるとの説明がありま

した。 

  委員会としましては、以上のことを踏まえながら、公営企業の原則である独立採算制の趣

旨のもと、今後の公共下水道事業の経営については、「人吉市下水道事業経営戦略」に基づ

き自主財源の根幹をなす下水道使用料の適切な債権管理に努めるとともに、経営の効率化、

健全化の推進、収益性の向上を図りつつ、持続可能な事業運営に努められ、さらなる市民サ

ービスの向上を図られるよう要望するとともに、下記事項についても重ねて要望を行いまし

た。 

記 

 １ 下水道使用料及び受益者負担金の徴収については、引き続き口座振替の推進や収納方法

の周知徹底により、さらなる収納率向上を目指し、またチェック体制の強化により適切な

事務処理に努めること。過年度を含めた未収金については改善傾向にあるが、負担の公平

性の観点から、早期の臨戸徴収による未収金の回収を図るとともに、安易に不納欠損の措

置をとることがないよう、引き続き債権の適正な管理を行い、早期解消に向けて特段の努

力をされること。 

 ２ 下水道施設・設備の改築・更新にあたっては令和２年３月に策定した「人吉市下水道事

業経営戦略」（「ストックマネジメント計画」）に基づき、投資・財政計画（収支計画）

に最大限留意するとともに市民に対し安全で快適な下水道サービスを継続的・安定的に提

供されるよう努めること。 

 ３ 激甚災害をはじめとする有事に際しても、市民に対し下水道サービスの機能停止を最小

限で抑えられるべく組織体制の強化に平時から努めること。 

 ４ 「人吉市下水道事業経営戦略」に基づき、公営企業会計として可能な限りの経費削減及

び各種業務の民間委託などによる事務効率化に努めること。 
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  以上、厚生委員会に付託されました議第107号令和元年度人吉市公共下水道事業特別会計

利益の処分及び決算の認定については、慎重審査の結果、全会一致で原案可決及び認定する

ことに決しました。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（西 信八郎君） ただいまの委員長報告に対し、質疑はありませんか。（「なし」と

呼ぶ者あり） 

  ないようですので、質疑なしと認めます。 

  以上で、質疑を終了いたします。 

  それでは、採決いたします。 

  議第106号、議第107号について、原案のとおり可決及び認定することに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西 信八郎君） 御異議なしと認めます。 

  よって、議第106号、議第107号は原案可決及び認定することに決しました。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

 日程第19 議第118号 

○議長（西 信八郎君） 次に、日程第19、議第118号令和元年度人吉市歳入歳出決算認定に

ついてを議題とし、決算特別委員長の報告を求めます。（「議長、13番」と呼ぶ者あり） 

  13番。豊永貞夫議員。 

○13番（豊永貞夫君）（登壇） 令和２年９月第４回定例会において、決算特別委員会に付託

されました日程第19、議第118号令和元年度人吉市歳入歳出決算認定について、審査の結果

を報告いたします。 

  委員会は、５回にわたって開催し、まず監査委員から審査意見書に基づく説明を受け、そ

の後、各部・局から前年度の要望事項に対する対応及び資料の説明と各会計ごとの説明を受

け、審査を行いました。 

  一般会計の実質単年度収支は、平成30年度においては3,076万4,000円の黒字でありました

が、令和元年度においては２億5,378万8,000円の赤字となっております。また、一般会計か

ら特別会計への繰り出しは、11億8,444万3,000円となっております。 

  普通会計において、財政力指数は0.444で、前年度と比較すると0.005ポイント高くなって

おり、実質公債費比率は5.0％で、前年度に比べ0.7ポイントの減、経常収支比率は99.9％で、

前年度に比べ1.1ポイントの増となっております。 

  歳入面については、市税のうち固定資産税の家屋及び償却資産において回復基調が見られ、

約4,300万円（1.2％）の伸びが見られました。しかし、長期的には生産年齢人口の減少に伴

い市税の減収や人口減少による地方交付税等への影響が懸念されます。また、歳出面につい
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ては、高齢化による扶助費の増加や特別会計への繰出金の増加、新市庁舎建設事業及び老朽

施設への対応が余儀なくされる状況であり、今後も財政需要がますます増大すると予想され

ます。さらに、新型コロナウイルス感染症が、財政運営に深刻な影響を及ぼすことは確実で

す。 

  よって、今後の財政運営に当たっては、新市庁舎建設における後年度負担について注視し

つつ、引き続き行財政運営全般にわたる改革を推進するとともに、財政状況をより正確に把

握・分析し、国・県の財政措置の積極的な活用も含め、歳入の最大限の確保及び、歳出全般

にわたる徹底した見直しによる歳出総額の抑制と重点化を進め、効率的で持続可能な財政運

営を行われるよう要望します。 

  なお、個別の指摘・要望事項は次のとおりです。 

 １ 税・使用料・負担金の徴収については、ほとんどの税目等において前年度を上回る成果

が見られるところであるが、成果の上がらなかった項目については、十分な調査分析を行

うとともに、歳入の確保に万全を期されたい。また、収納未済額については、税負担の公

平の見地から新たな収入未済の発生防止と未収額の縮減に向け適正な債権管理を行い、歳

入の確保に努められるよう要望する。 

 ２ 国民健康保険事業、介護保険、後期高齢者医療特別会計については、人口の減少や高齢

化の進展により、１人当たりの医療費等に係る支出が、増大していることから、市民健診

及び特定健診受診率の向上や介護予防事業を推進するため、関連する各種事業の周知徹底

と受診率の低い若年層の対策を講じること。また、ジェネリック医薬品の利用促進等につ

いては成果が上がっているところではあるが、さらなる医療費の適正化を図り、健全な財

政運営に努められるよう要望する。 

 ３ 任意団体への補助金交付については、人吉市補助金等基本条例の基本原則に則り、人吉

市補助金交付規則に沿って事務処理を心掛けられたい。 

あわせて、人吉市補助金審査委員会から出されている意見を踏まえ、繰越金の状況等内

容を十分に精査し、補助金ありきとならないよう、事業に対して助言・指導を徹底される

ことを要望する。 

 ４ 負担金については、負担割合を十分に分析・見直しするとともに、団体等に対して積極

的な働きかけを行い、歳出抑制を重点とした対応の検討を要望する。 

  以上、４点の指摘・要望事項を付し、本委員会に付託されました議第118号令和元年度人

吉市歳入歳出決算認定については、慎重審査の結果、全会一致で認定することに決しました。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（西 信八郎君） ただいまの委員長報告に対し、質疑はありませんか。（「なし」と

呼ぶ者あり） 

  ないようですので、質疑なしと認めます。 
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  以上で、質疑を終了いたします。 

  それでは、採決いたします。 

  議第118号について、原案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西 信八郎君） 御異議なしと認めます。 

  よって、議第118号は認定することに決しました。 

─────────────────────────────── ─────────────────────――――――────  

○議長（西 信八郎君） 以上で、本日の議事は全て終了いたしました。 

  これをもちまして、本日の会議を散会いたします。 

午後０時02分 散会 
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